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共通免責事項 

保証期間内でも、次の場合は免責とさせていただきます。 

1. 別記保証基準の適用事項に該当しない場合。 

2. 天災地変その他不可抗力並びに買主又は第三者の故意又は過失によるもの。 

3. 「設備機器等取扱説明書」などに示された、住まい方、取り扱い方、メンテナンス方法によらない場合、または

通常の住まい方と異なる使用、並びに維持管理不十分に起因する場合。 

4. 当社以外の者による増改築、設備の変更、擁壁、地盤変更などの工事ならびに屋根に重量物を設置しし、これ

に起因するもの。 

5. 買主の支給による資材および機器類または支給工事、ならびにこれに起因するもの。 

6. 木材の乾燥による反り、ひび割れなど自然特性、経年変化に伴う現象で機能上さしつかえのない場合及び、

結露又、瑕疵によらない自然の磨耗、カビ、さび、変質、その他類似の事由によるもの。 

7. 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれに起因するもの。 

8. 仕上げのキズ、汚れで引渡し時に申し出のなかったもの。 

9. 近隣の土木工事、建築工事などの外的要因によるもの 

10. 敷地とその周辺の地殻変動、地滑り、崖崩れ等によるもの。 

11. 周辺環境、重量車両の通行による振動等、塩害、公害に起因すると思われるもの。 

12. ピアノ、本棚等の重量物の不適切な設置、使用によるもの。重量車両等の駐車及び出入りによるコンクリート土

間のひび割れ及び沈下。 

13. 犬、猫、ネズミ、ゴキブリなどの生物の害に起因する損傷、機能不良及び畳、じゅうたん等に発生するダニなど

の害に起因するもの及び蟻などの自然発生したもの。 

14. 植物の根等の成長に起因するもの。 

15. 常時居住者が入居していない物件。 

16. 建物の使用上影響のない居住性能に関するもの。 

17. 注文者又は買主の故意、過失に起因するもの。 

18. 敷地内の埋設物については一般生活を営むうえで支障がないもの。 

19. 材料、機器、家電等のメーカー保証のあるものは、その補償内容、期間とする。 

20. 電気、電話、上下水道、ガス等、供給主体の定めがある場合はそれによる。 
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維持保全計画（30年間）の目安 

 

 

点検部位 主な点検項目 
点検の時期（年） 

定期的な手入れ等 
更新・取替の時期、

内容 (竣工より) 

構
造
躯
体 

基礎 
コンクリート基

礎立ち上がり 

ひび割れ、欠損、沈下、

換気口のふさがり、錆び、

蟻道、等 

5、10、15、20、25、

30年★ 
- 建替え時に更新 

土台 土台 
基礎からのずれ・浮き、

断面欠損、腐朽・蟻害 

5、10、15、20、25、

30年★ 

5年で防腐・防蟻処

理 
建替え時に更新 

床組 
大引き、床束、根

太  

腐朽・蟻害 傾斜、たわみ、

床鳴り、振動、等 

5、10、15、20年(取

替)、25、30年 

5年で防腐・防蟻処

理 

30年で全面取替え

を検討 

軸組 
柱、間柱、筋かい、

胴差 

傾斜、断面欠損、腐朽・

蟻害、等   
10、20、30年★  建替え時に更新 

小屋組 
垂木，もや、棟木、

小屋束 

雨漏り等の跡、小屋組の

接合部のわれ 
10、20、30年★  建替え時に更新 

屋
根
・
外
壁
・
開
口
部
等 

屋根 瓦葺き 
ずれ、はがれ、浮き、わ

れ、雨漏り、変形、等  

5、10、15、20年、25、

30年（葺替） 
 

30年で全面葺き替

えを検討 

外壁 
サイディング壁

（窯業系） 

割れ、欠損、剥がれ、シ

ーリング材の破断、等  
5,10,15,20,25,30年 10年毎 

30年で全面補修を

検討 

雨樋 雨樋 
破損、詰まり、はずれ、

ひび、軒樋の垂れ下がり 
5,10,15,20,25,30年 10年毎 

30年で全面取替え

を検討 

軒裏 軒裏天井 
腐朽、雨漏り、はがれ、

たわみ、ひび割れ   
5,10,15,20,25,30年 10年毎 

30年で全面取替え

を検討 

開口部 
屋外に面する開

口部 

建具周囲の隙間、建具の

開閉不良、等   

5、10、15、20年、25、

30年★ 
 

30年で全面取替え

を検討 

設
備 

配管設備 

給水管 
漏水、赤水、給水流量の

不足など 

5、10、15、20年、25、

30年 

水漏れは直ちに補

修 

30年で全面取替え

を検討 

排水管 漏水、排水の滞留 
5、10、15、20年、25、

30年 

水漏れは直ちに補

修 

30年で全面取替え

を検討 

 

留意事項等: 

・★は地震時や台風時の後、当該点検の時期にかかわらず臨時点検を行うものとする。 

・各点検において、劣化の状況等に応じて適宜維持保全の方法について見直すものとする。 

・各点検の結果を踏まえ、必要に応じて、調査、修繕又は改良を行うこととする。 

・ 長期優良住宅建築等計画に変更があった場合、必要に応じて維持保全の方法の変更を行うものとする。 

 


